
県南海区許可（西彼海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第１

号に規定する知事が別

に定める継続の許可

対象の有無

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第４

号に規定する知事が

別に定める承継の許

可対象の有無

手繰第２種自家用餌料

びき網漁業（外海地

区）

共同漁業権南共同第４８号の区域 1月1日から12月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

手繰第２種自家用餌料

びき網漁業（崎戸地

区）

共同漁業権南共同第５６号の区域 1月1日から12月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県西海市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

１そうびきいか船

びき網漁業

機船船びき網漁業 １そうびきいか船びき

網漁業（面高地区）

共同漁業権南共第５４号内の（１）天久保松山崎地先NO.１、（２）天久保松山崎地先NO.２、（３）天久

保馬込地先、（４）黒口塩谷地先、（５）黒口葉迫地先

（１）天久保松山崎地先NO.1

基点１　長崎県西海市西海町天久保郷松山崎2512番地東端

基点２　基点１から西方海岸沿いに60ｍのところ

基点３　基点２から180度60ｍのところ

基点４　基点１から180度60ｍのところ

　以上の基点２，３，４，１を順に結んだところ

（２）天久保松山崎地先NO.２

基点１　長崎県西海市西海町天久保郷松山崎2490番地西端より北西に30ｍのところ

基点２　基点１から南東方向海岸沿いに30ｍのところ

基点３　基点２から180度60ｍのところ

基点４　基点１から180度60ｍのところ

　以上の基点２，３，４，１を順に結んだところ

（３）天久保馬込地先

基点１　長崎県西海市西海町天久保郷馬込2319番地東端より東方に30ｍのところ

基点２　基点１から西方海岸沿いに30ｍのところ

基点３　基点２から180度60ｍのところ

基点４　基点１から180度60ｍのところ

　以上の基点２，３，４，１を順に結んだところ

（４）黒口塩谷地先

基点１　長崎県西海市西海町黒口郷塩谷2081-1番地西端

基点２　基点１から西方海岸沿いに60ｍのところ

基点３　基点２から0度60ｍのところ

基点４　基点１から0度60ｍのところ

　以上の基点２，３，４，１を順に結んだところ

（５）黒口葉迫地先

基点１　長崎県西海市西海町黒口郷葉迫2363-1番地西端の海岸線より東方に40ｍのところ

基点２　基点１から西方海岸沿いに20ｍのところ

基点３　基点２から0度60ｍのところ

基点４　基点１から0度60ｍのところ

　以上の基点２，３，４，１を順に結んだところ

4月1日から10月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県西海市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

小型機船底びき網漁業手繰第２種自家用

餌料びき網漁業



県南海区許可（西彼海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第１

号に規定する知事が別

に定める継続の許可

対象の有無

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第４

号に規定する知事が

別に定める承継の許

可対象の有無

がんがぜ潜水器漁

業

がんがぜ潜水器漁業

（平島地区）

共同漁業権南共第６１号の区域のうち、次の点６、ホ、ヘ、５、チの各点を順次結ん

だ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域。

基点　１　西海市崎戸町平島竜崎北端

　　　２　同市同町平島黒崎北端

　　　３　同市同町平島相崎の鼻西端

　　　４　同市同町平島名乗瀬頂上

　　　５　同市同町平島元ノ瀬頂上

　　　６　同市同町菰崎鼻南端

　点　イ　１から０度　　　　　１，０００メートル

　　　ロ　２から０度　　　　　１，０００メートル

　　　ハ　３から２８５度　　　１，１００メートル

　　　ニ　４から２７０度　　　２，５００メートル

　　　ホ　４から１８０度　　　３，０００メートル

　　　ヘ　５から９０度　　　　１，０００メートル

　　　ト　１から９０度　　　　１，０００メートル

　　　チ　５から２７０度　　　最高高潮時海岸線のところ

6月25日から1月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県西海市に住

所を有する者

対象としない 対象とする

はえなわ式ぬたう

なぎかご漁業

かご漁業 はえなわ式ぬたうなぎ

かご漁業（野母崎三和

地区）

共同漁業権南共第３４号の区域 11月1日から3

月31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

雑魚地びき網漁業 地びき網漁業 雑魚地びき網漁業（野

母崎三和地区）

共同漁業権南共第３５号の区域 1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

定めなし潜水器漁業 共同漁業権南共第５１号の区域のうち、次の１４、カ、チ、リ、イ、ル、ヌ、９の各

点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域。

基点１　西海市大瀬戸町鴨崎南西端

基点２　同市同町松島内郷ビン島頂上

基点４　同市同町松島外郷広瀬鼻南西端

基点５　同市同町松島外郷ロワタシの鼻東端

基点６　同市同町瀬戸福島郷立瀬頂上

基点７　同市同町松島外郷五ヶ島北東端

基点８　同市同町瀬戸福島郷臼瀬頂上

基点９　同市同町松島内郷丸子島突端（標柱№１）

基点１４　同市同町松島外郷広瀬鼻南東端

点イ　１から２７０度　８００メートルのところ

　ト　４から１３５度　７００メートルのところ

　チ　５と６を結ぶ直線の中央のところ

　リ　７と８を結ぶ直線の中央のところ

　ヌ　９から３５０度　４００メートルのところ

　ル　２から９０度　１，３００メートルのところ

　カ　１４から１３５度の直線と点トとチを結んだ直線との交点

長崎県西海市に住

所を有する者

対象としない 対象とする定めなしあわび、さざえ、

なまこ潜水器漁業

あわび、さざえ、なま

こ潜水器漁業（大瀬戸

地区）

あわび

12月21日から

10月31日まで

さざえ

1月1日から12月

31日まで

なまこ

11月1日から3月

31日まで



県南海区許可（西彼海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第１

号に規定する知事が別

に定める継続の許可

対象の有無

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第４

号に規定する知事が

別に定める承継の許

可対象の有無

はえなわ式雑魚か

ご漁業

はえなわ式雑魚かご漁

業（伊王島地区）

共同漁業権南共第４２号の区域 1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

はえなわ式ばいか

ご漁業

はえなわ式ばいかご漁

業

（茂木地区）

共同漁業権南共第３３号の区域 ４月１日から６

月３０日まで及

び１２月１日か

ら１月３１日ま

で

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

きびなさし網漁業 さし網漁業 きびなさし網漁業（長

崎市みなと地区）

長崎市神楽島南西端から正西の線以北及び佐世保市高後崎から正西の線以南

の長崎県南部海区。ただし、大村湾及び共同漁業権南共第４８号以外の共同

漁業権の区域を除く。

4月1日から10月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

はえなわ式ぬたう

なぎかご漁業

かご漁業 はえなわ式ぬたうなぎ

かご漁業（新三重地

区）

Ａ：共同漁業権南共第４６号の区域

Ｃ：長崎市神楽島南西端を通過する東西（緯度）の線以北及び佐世保市高後崎を通過する東西の線以南のうち、「北緯３２度５

８分１２秒（日本測地系：３２度５８分）の緯度線以南の次の点イ、ロ、ハ、ニを順次結んだ線より以西の区域」を除いた長崎

県南部海区。ただし、共同漁業権漁場及び大村湾（長崎県漁業調整規則第３９条に定める区域）を除く。

　点イ　北緯３２度５８分１２秒（日本測地系：３２度５８分）、東経１２９度２８分５２秒（日本測地系：１２９度２９分）

の点

　　ロ　北緯３２度５２分１２秒（日本測地系：３２度５２分）、東経１２９度２８分５２秒（日本測地系：１２９度２９分）

の点

　　ハ　北緯３２度５２分１２秒（日本測地系：３２度５２分）、東経１２９度３１分５２秒（日本測地系：１２９度３２分）

の点

　　二　長崎市神楽島南西端を通過する緯度線と東経１２９度３１分５２秒（日本測地系：１２９度３２分）緯度線との交点

Ｃ’：長崎市神楽島南西端を通過する東西(緯度)の線以北及び佐世保市高後崎を通過する東西の線以南

のうち、「北緯３２度５８分１２秒の緯度線以南の、次の点ホ、ヘを結ぶ直線と共同漁業権南共第５１号の外郭線及び点ト、チ

を結ぶ直線と共同漁業権南共第４８号の外郭線及び点リ、ヌ、ルを順次結んだ直線により結ばれた線より以西の区域」を除いた

長崎県南部海区。ただし、共同漁業権漁場及び大村湾を除く。

　点ホ　西海市崎戸町芋島南端及び西海市大瀬戸町松島鬢島西端とを結ぶ直線と北緯３２度５８分１２秒の緯度線との交点

　　ヘ　西海市崎戸町芋島南端及び西海市大瀬戸町松島鬢島西端とを結ぶ直線と共同漁業権南共第５１号の外郭線との交点

　　ト　西海市大瀬戸町松島広瀬鼻南端及び長崎市外海町大蟇島大瀬灯台とを結ぶ直線と共同漁業権南共第５１号の外郭線との

交点

　　チ　西海市大瀬戸町松島広瀬鼻南端及び長崎市外海町大蟇島大瀬灯台とを結ぶ直線と共同漁業権南共第４８号の外郭線との

交点

　　リ　長崎市外海町大蟇島大瀬灯台及び点ヌとを結ぶ直線と共同漁業権南共第４８号の外郭線との交点

　　ヌ　北緯３２度５２分、東経１２９度３７分６秒の点

　　ル　長崎市神楽島南西端を通過する東西(緯度)の線と東経１２９度３７分６秒の緯度線との交点

Ａ区域

10月1日から7月

31日まで

Ｃ区域

10月1日から3月

31日まで

Ｃ’区域

4月1日から7月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市、西彼杵郡に

住所を有する者

対象とする 対象とする

かご漁業



県南海区許可（西彼海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第１

号に規定する知事が別

に定める継続の許可

対象の有無

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第４

号に規定する知事が

別に定める承継の許

可対象の有無

はえなわ式ぬたうなぎ

かご漁業（西海大崎地

区①）

Ａ：共同漁業権南共第５６号の区域

Ｃ：長崎市神楽島南西端を通過する東西（緯度）の線以北及び佐世保市高後崎を通過する東西の線以南のうち、「北緯３２度５

８分１２秒（日本測地系：３２度５８分）の緯度線以南の次の点イ、ロ、ハ、ニを順次結んだ線より以西の区域」を除いた長崎

県南部海区。ただし、共同漁業権漁場及び大村湾（長崎県漁業調整規則第３９条に定める区域）を除く。

　点イ　北緯３２度５８分１２秒（日本測地系：３２度５８分）、東経１２９度２８分５２秒（日本測地系：１２９度２９分）

の点

　　ロ　北緯３２度５２分１２秒（日本測地系：３２度５２分）、東経１２９度２８分５２秒（日本測地系：１２９度２９分）

の点

　　ハ　北緯３２度５２分１２秒（日本測地系：３２度５２分）、東経１２９度３１分５２秒（日本測地系：１２９度３２分）

の点

　　二　長崎市神楽島南西端を通過する緯度線と東経１２９度３１分５２秒（日本測地系：１２９度３２分）緯度線との交点

Ｃ’：長崎市神楽島南西端を通過する東西(緯度)の線以北及び佐世保市高後崎を通過する東西の線以南のうち、「北緯３２度５８

分１２秒の緯度線以南の、次の点ホ、ヘを結ぶ直線と共同漁業権南共第５１号の外郭線及び点ト、チを結ぶ直線と共同漁業権南

共第４８号の外郭線及び点リ、ヌ、ルを順次結んだ直線により結ばれた線より以西の区域」を除いた長崎県南部海区。ただし、

共同漁業権漁場及び大村湾を除く。

　点ホ　西海市崎戸町芋島南端及び西海市大瀬戸町松島鬢島西端とを結ぶ直線と北緯３２度５８分１２秒の緯度線との交点

　　ヘ　西海市崎戸町芋島南端及び西海市大瀬戸町松島鬢島西端とを結ぶ直線と共同漁業権南共第５１号の外郭線との交点

　　ト　西海市大瀬戸町松島広瀬鼻南端及び長崎市外海町大蟇島大瀬灯台とを結ぶ直線と共同漁業権南共第５１号の外郭線との

交点

　　チ　西海市大瀬戸町松島広瀬鼻南端及び長崎市外海町大蟇島大瀬灯台とを結ぶ直線と共同漁業権南共第４８号の外郭線との

交点

　　リ　長崎市外海町大蟇島大瀬灯台及び点ヌとを結ぶ直線と共同漁業権南共第４８号の外郭線との交点

　　ヌ　北緯３２度５２分、東経１２９度３７分６秒の点

　　ル　長崎市神楽島南西端を通過する東西(緯度)の線と東経１２９度３７分６秒の緯度線との交点

Ａ区域

10月1日から7月

31日まで

Ｃ区域

10月1日から3月

31日まで

Ｃ’区域

4月1日から7月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県西海市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

はえなわ式ぬたうなぎ

かご漁業（西海大崎地

区②）

Ａ：共同漁業権南共第５３号の区域

Ｃ：長崎市神楽島南西端を通過する東西（緯度）の線以北及び佐世保市高後崎を通過する東西の線以南のうち、「北緯３２度５

８分１２秒（日本測地系：３２度５８分）の緯度線以南の次の点イ、ロ、ハ、ニを順次結んだ線より以西の区域」を除いた長崎

県南部海区。ただし、共同漁業権漁場及び大村湾（長崎県漁業調整規則第３９条に定める区域）を除く。

　点イ　北緯３２度５８分１２秒（日本測地系：３２度５８分）、東経１２９度２８分５２秒（日本測地系：１２９度２９分）

の点

　　ロ　北緯３２度５２分１２秒（日本測地系：３２度５２分）、東経１２９度２８分５２秒（日本測地系：１２９度２９分）

の点

　　ハ　北緯３２度５２分１２秒（日本測地系：３２度５２分）、東経１２９度３１分５２秒（日本測地系：１２９度３２分）

の点

　　二　長崎市神楽島南西端を通過する緯度線と東経１２９度３１分５２秒（日本測地系：１２９度３２分）緯度線との交点

Ｃ’：長崎市神楽島南西端を通過する東西(緯度)の線以北及び佐世保市高後崎を通過する東西の線以南のうち、「北緯３２度５８

分１２秒の緯度線以南の、次の点ホ、ヘを結ぶ直線と共同漁業権南共第５１号の外郭線及び点ト、チを結ぶ直線と共同漁業権南

共第４８号の外郭線及び点リ、ヌ、ルを順次結んだ直線により結ばれた線より以西の区域」を除いた長崎県南部海区。ただし、

共同漁業権漁場及び大村湾を除く。

　点ホ　西海市崎戸町芋島南端及び西海市大瀬戸町松島鬢島西端とを結ぶ直線と北緯３２度５８分１２秒の緯度線との交点

　　ヘ　西海市崎戸町芋島南端及び西海市大瀬戸町松島鬢島西端とを結ぶ直線と共同漁業権南共第５１号の外郭線との交点

　　ト　西海市大瀬戸町松島広瀬鼻南端及び長崎市外海町大蟇島大瀬灯台とを結ぶ直線と共同漁業権南共第５１号の外郭線との

交点

　　チ　西海市大瀬戸町松島広瀬鼻南端及び長崎市外海町大蟇島大瀬灯台とを結ぶ直線と共同漁業権南共第４８号の外郭線との

交点

　　リ　長崎市外海町大蟇島大瀬灯台及び点ヌとを結ぶ直線と共同漁業権南共第４８号の外郭線との交点

　　ヌ　北緯３２度５２分、東経１２９度３７分６秒の点

　　ル　長崎市神楽島南西端を通過する東西(緯度)の線と東経１２９度３７分６秒の緯度線との交点

Ａ区域

10月1日から7月

31日まで

Ｃ区域

10月1日から3月

31日まで

Ｃ’区域

4月1日から7月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県西海市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

はえなわ式ぬたう

なぎかご漁業

かご漁業



県南海区許可（西彼海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第１

号に規定する知事が別

に定める継続の許可

対象の有無

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第４

号に規定する知事が

別に定める承継の許

可対象の有無

一重さし・三重さし網

漁業（西彼外海海区）

長崎市神楽島南西端から正西の線以北及び佐世保市高後崎から正西の線以南

の長崎県南部海区。ただし、大村湾及び共同漁業権漁場を除く。

1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

一重さし・三重さし網

漁業（新三重地区）

Ａ：長崎市神楽島南西端から正西の線以北及び佐世保市高後崎から正西の線

以南の長崎県南部海区。ただし、大村湾及び共同漁業権漁場を除く。

Ｂ：次の点イ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を順次結んだ直線によって囲まれた区

域。

基点１　長崎市神楽島南西端

　点イ　１から真方位２７０度１，３４０メートルの点

　　ロ　１から真方位２４０度１，０００メートルの点

　　ハ　１から真方位１７８．５度９８０メートルの点

　　ニ　１から真方位２０９度１，７００メートルの点

　　ホ　１から真方位２４２．５度１，９７０メートルの点

Ａ区域

1月1日から12月

31日まで

Ｂ区域

8月21日から5月

20日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市、西彼杵郡に

住所を有する者

対象とする 対象とする

一重さし網漁業 一重さし網漁業（西彼

南部海域①）

次の点１、ア、イ、ウ、エ、オ、２を順次結んだ直線及び共同漁業権の外郭

線によって囲まれた区域。

基点１　長崎市伊王島町真鼻北端

　　２　長崎市木場崎突端

　点ア　１から正西に引いた線と、東経１２９度３３．６分の線との交点。

　点イ　アから真方位１８５．５度の線と、熊本県天草郡苓北町都呂々と天

草市下田との境界点から真方位３１２度１，８００メートルの点から正西に

引いた線との交点。

　点ウ　長崎市樺島灯台から磁針方位１８０度の線と熊本県天草郡苓北町都

呂々と天草市下田との境界点から真方位３１２度１，８００メートルの点か

ら正西に引いた線との交点。

　点エ　長崎市樺島灯台から磁針方位１８０度の直線上、同灯台から１０，

０００メートルの点。

　点オ　長崎市木場崎突端と熊本県天草市魚貫崎突端とを結んだ線と、長崎

市樺島南端と熊本県天草郡苓北町四季咲岬（牡蛎瀬崎）灯台とを結んだ線と

の交点。

4月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

三重さし網漁業 三重さし網漁業（伊王

島西部海域）

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んだ直線で囲まれた区域。

　イ　長崎市伊王島町真鼻北端から真方位２７０度２，５００メートルの地

点

　ロ　同市同町真鼻北端から真方位２７０度５，５００メートルの地点

　ハ　同市高島町双子南端から真方位２７０度６，８００メートルの地点

　ニ　同市高島町双子南端から真方位２７０度３，８００メートルの地点

1月1日から3月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

一重さし・三重さ

し網漁業

固定式さし網漁業



県南海区許可（西彼海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第１

号に規定する知事が別

に定める継続の許可

対象の有無

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第４

号に規定する知事が

別に定める承継の許

可対象の有無

三重さし網漁業（野母

崎三和地区）

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んだ直線で囲まれた区域。

　イ　北緯３２度３３．５５８分、東経１２９度４３．８３５分（日本測地

系：３２度３３．３５６分、１２９度４３．９７０分）の地点

　ロ　北緯３２度３３．７２４分、東経１２９度４４．６２６分（日本測地

系：３２度３３．５２２分、１２９度４４．７６１分）の地点

　ハ　北緯３２度３１．８７０分、東経１２９度４４．５０８分（日本測地

系：３２度３１．６６８分、１２９度４４．６４３分）の地点

　ニ　北緯３２度３０．４４２分、東経１２９度４１．８１２分（日本測地

系：３２度３０．２４０分、１２９度４１．９４７分）の地点

1月1日から3月

10日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

三重さし網漁業（西彼

外海海区）

長崎市神楽島南西端から正西の線以北及び佐世保市高後崎から正西の線以南

の長崎県南部海区。ただし、大村湾及び共同漁業権漁場を除く。

1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

はえなわ式ふぐかご漁

業（西彼外海海区）

長崎市神楽島南西端から正西の線以北及び佐世保市高後崎から正西の線以南

の長崎県南部海区。ただし、大村湾及び共同漁業権漁場を除く。

6月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市、西彼杵郡に

住所を有する者

対象とする 対象とする

はえなわ式ふぐかご漁

業（西彼南部海域②）

長崎県南部海区のうち、長崎市神楽島南西端から正西の線以南で、次のア、

イ、ウ、エの各点を結んだ直線並びにウ点とエ点を結んだ直線の延長線以西

の区域。

　ただし、共同漁業権漁場を除く。

　ア　長崎県長崎市野母崎樺島町樺島南端。

　イ　長崎県長崎市二ノ岳頂上と熊本県天草郡苓北町四季咲岬（牡蛎瀬崎）

灯台とを結んだ直線と長崎県長崎市野母崎樺島町樺島南端と長崎県南島原市

口之津町瀬詰崎（早崎鼻）とを結んだ直線との交点。

　ウ　長崎県長崎市野母崎樺島町樺島灯台と熊本県天草市肥後下田防波堤

（下津深江）灯台とを結んだ直線において、長崎、熊本両県の陸岸からの中

間点。

　エ　長崎県長崎市野母崎樺島町樺島灯台から真方位１７４度（磁針方位で

概ね１８０度）の直線上において、同灯台から１０海里の点。

6月1日から3月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

三重さし網漁業

かご漁業はえなわ式ふぐか

ご漁業

固定式さし網漁業



県南海区許可（西彼海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第１

号に規定する知事が別

に定める継続の許可

対象の有無

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第４

号に規定する知事が

別に定める承継の許

可対象の有無

はえなわ式つぼ漁業

（西彼外海海区）

長崎市神楽島南西端から正西の線以北及び佐世保市高後崎から正西の線以南

の長崎県南部海区。ただし、大村湾及び共同漁業権漁場を除く。

4月1日から9月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

はえなわ式つぼ漁業

（西彼南部海域③）

長崎県南部海区のうち、長崎市伊王島町伊王島灯台から正西の線以南で、西

海市崎戸町大立島から正南の線と、次のア、イ、ウ、エの各点を結んだ直線

並びにウ点とエ点を結んだ直線の延長線で囲まれた区域。

　ただし、共同漁業権漁場を除く。

　　ア．長崎県長崎市野母崎樺島町樺島南端。

　　イ．長崎県長崎市二ノ岳頂上と熊本県天草郡苓北町四季咲岬（牡蛎瀬

崎）灯台とを結んだ直線と長崎県長崎市野母崎樺島町樺島南端と長崎県南島

原市口之津町瀬詰崎（早崎鼻）とを結んだ直線との交点。

　

　　ウ．長崎県長崎市野母崎樺島町樺島灯台と熊本県天草市肥後下田防波堤

（下津深江）灯台とを結んだ直線において、長崎、熊本両県の陸岸からの中

間点。

　　エ．長崎県長崎市野母崎樺島町樺島灯台から真方位１７４度（磁針方位

で概ね１８０度）の直線上において、同灯台から１０海里の点。

4月1日から9月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、西

海市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

あわび漁業（高島地

区）

次の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた高島港内

１　長崎市高島町高島港標識Ａ号

２　１から１２０度４５０メートルのところ

３　４から４０度１００メートルのところ

４　同市同町高島港標識Ｂ号

12月21日から

10月31日

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

あわび漁業（神ノ島東

地区）

長崎市高鉾島周辺５０ｍの区域。ただし共同漁業権南共第４３号の区域は除

く

12月21日から

10月31日

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

あわび漁業（神ノ島西

地区）

１から７の点を結ぶ直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

１　長崎市神ノ島町神ノ島工業用地埋立地北角

２　１から３１１度２２０メートルのところ

３　同市同町神ノ島工業用地埋立地護岸標識（１より南方海岸沿いに３１７

メートルのところ）から２７０度２２０メートルのところ

４　同市同町同標識から２６０度３０分２２０メートルのところ

５　７から３５７度５１５メートルのところ

６　７から２８９度２１０メートルのところ

７　同市同町墓の下鼻北西端

12月21日から

10月31日

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

はえなわ式つぼ漁業 たこつぼ漁業

あわび漁業ー



県南海区許可（西彼海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第１

号に規定する知事が別

に定める継続の許可

対象の有無

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第４

号に規定する知事が

別に定める承継の許

可対象の有無

あわび漁業（福田地

区）

１から９の点を結ぶ直線と最高高潮時海岸線によって囲まれたサンセットマ

リーナ周辺の海面

１　長崎市福田本町標識Ａ

２　１から２００度３０分１６２メートルのところ

３　１から１７２度４５１メートルのところ

４　１から１５５度５４２メートルのところ

５　１から１４５度５３６メートルのところ

６　１から１３４度４６０メートルのところ

７　１から１２９度４７８メートルのところ

８　１から１０４度３０分２６７メートルのところ

９　同市同町標識Ｂ（１から１０３度３０分２１８メートルのところ）

12月21日から

10月31日

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

あわび漁業（大島地

区）

１、２、３、４、５、６、７、８の各点を順次結んだ各直線、９と１０の点

を結んだ直線、１１と１２の点を結んだ直線及び各最高高潮時海岸線によっ

て囲まれた区域

１　西海市大島町黒瀬下り松鼻東南標識

２　１から１９０度３０分３４２メートルのところ

３　１から１４６度３０分８００メートルのところ

４　同市同町ハチフリ南端標識から９３度３０分２５０メートルのところ

５　同市同町ハチフリ南端標識から９２度７７メートルのところ

６　同市同町ハチフリ南端標識から１２３度６メートルのところ

７　同市同町馬込標識Ａ号

８　同市同町馬込標識Ｂ号

９　同市同町馬込標識Ｃ号

10　同市同町馬込標識Ｄ号

11　同市同町間瀬標識Ａ号

12　同市同町間瀬標識Ｂ号

12月21日から

10月31日

定めなし 定めなし 長崎県西海市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

あわび漁業（崎戸地

区）

共同漁業権南共第５６号の区域 6月20日から8月

31日及び12月

21日から2月28

日まで

定めなし 定めなし 長崎県西海市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

なまこ漁業（高島地

区）

次の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた高島港内

１　長崎市高島町高島港標識Ａ号

２　１から１２０度４５０メートルのところ

３　４から４０度１００メートルのところ

４　同市同町高島港標識Ｂ号

11月1日から

3月31日

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

なまこ漁業（深堀地

区）

共同漁業権南共第４０号の区域 11月1日から

3月31日

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

なまこ漁業（神ノ島東

地区）

長崎市高鉾島周辺５０ｍの区域。ただし共同漁業権南共第４３号の区域は除

く

11月1日から

3月31日

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

なまこ漁業ー

あわび漁業ー



県南海区許可（西彼海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第１

号に規定する知事が別

に定める継続の許可

対象の有無

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第４

号に規定する知事が

別に定める承継の許

可対象の有無

なまこ漁業（神ノ島西

地区）

１から７の点を結ぶ直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

１　長崎市神ノ島町神ノ島工業用地埋立地北角

２　１から３１１度２２０メートルのところ

３　同市同町神ノ島工業用地埋立地護岸標識（１より南方海岸沿いに３１７

メートルのところ）から２７０度２２０メートルのところ

４　同市同町同標識から２６０度３０分２２０メートルのところ

５　７から３５７度５１５メートルのところ

６　７から２８９度２１０メートルのところ

７　同市同町墓の下鼻北西端

11月1日から

3月31日

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

なまこ漁業（福田地

区）

１から９の点を結ぶ直線と最高高潮時海岸線によって囲まれたサンセットマ

リーナ周辺の海面

１　長崎市福田本町標識Ａ

２　１から２００度３０分１６２メートルのところ

３　１から１７２度４５１メートルのところ

４　１から１５５度５４２メートルのところ

５　１から１４５度５３６メートルのところ

６　１から１３４度４６０メートルのところ

７　１から１２９度４７８メートルのところ

８　１から１０４度３０分２６７メートルのところ

９　同市同町標識Ｂ（１から１０３度３０分２１８メートルのところ）

11月1日から

3月31日

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

なまこ漁業（神ノ浦地

区）

１、２、３の各点を順次結んだ各直線と４、５の点を結んだ直線及び３から

４、５から１に至る各最高高潮時海岸線によって囲まれた神ノ浦港内

１　長崎市神浦江川町神浦海岸標識Ａ号

２　３から５２度３０分２０５メートルのところ

３　同市神浦向町神浦港南防波堤標識Ａ（南防波堤付根から防波堤沿いに４

１８メートルのところ）

４　同市同町神浦港南防波堤標識Ｂ

５　同市同町神浦海岸標識Ｂ（神浦向町）

11月1日から

3月31日

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

なまこ漁業（大島地

区）

１、２、３、４、５、６、７、８の各点を順次結んだ各直線、９と１０の点

を結んだ直線、１１と１２の点を結んだ直線及び各最高高潮時海岸線によっ

て囲まれた区域

１　西海市大島町黒瀬下り松鼻東南標識

２　１から１９０度３０分３４２メートルのところ

３　１から１４６度３０分８００メートルのところ

４　同市同町ハチフリ南端標識から９３度３０分２５０メートルのところ

５　同市同町ハチフリ南端標識から９２度７７メートルのところ

６　同市同町ハチフリ南端標識から１２３度６メートルのところ

７　同市同町馬込標識Ａ号

８　同市同町馬込標識Ｂ号

９　同市同町馬込標識Ｃ号

10　同市同町馬込標識Ｄ号

11　同市同町間瀬標識Ａ号

12　同市同町間瀬標識Ｂ号

11月1日から

3月31日

定めなし 定めなし 長崎県西海市に住

所を有する者

対象としない 対象としない

ー なまこ漁業



県南海区許可（西彼海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第１

号に規定する知事が別

に定める継続の許可

対象の有無

長崎県漁業調整規則

第１４条第１項第４

号に規定する知事が

別に定める承継の許

可対象の有無

ー なまこ漁業 なまこ漁業（崎戸地

区）

共同漁業権南共第５６号の区域 12月21日から2

月28日まで

定めなし 定めなし 長崎県西海市に住

所を有する者

対象としない 対象としない



県南海区許可（大村湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

手繰第２種自家用餌料

びき網漁業（多良見町

地区）

共同漁業権南共第６５号の区域 5月1日から11月

30日まで

漁船法施行規則（平成13

年農林水産省令第153号

（以下、「新規則」とい

う。））の適用を受けて

計画出力（単位：キロ

ワット）による表示を行

う船舶については52キロ

ワット以下、新規則附則

第２条により旧漁船法施

行規則（平成9年農林水

産省令第37号）に基づく

馬力数（計算式＝ＣＤ2

Ｎ）が適用される船舶に

ついては20馬力以下

15トン未満 長崎県長崎市、佐

世保市、諫早市、

大村市、西海市、

東彼杵郡、西彼杵

郡に住所を有する

者

対象とする 対象とする

手繰第２種自家用餌料

びき網漁業（瀬川地

区）

次の２、イ、ロ、３の各点を順次結んだ各直線と海岸線によって囲まれた区

域

「基点」

１．長崎県佐世保市針尾西町口木崎

２．長崎県西海市猪ノ首鼻北端

３．長崎県西海市白南風崎北端

４．長崎県佐世保市針尾西町針尾鼻崎変電所跡コンクリート構築物南角 (同

町 20 番地西端 )

「点」

イ．基点１と２を結ぶ直線と共同漁業権南第６２号の外郭線との交点

ロ．基点３と４を結ぶ直線と共同漁業権南第６２号の外郭線との交点

1月1日から12月

31日まで

漁船法施行規則（平成13

年農林水産省令第153号

（以下、「新規則」とい

う。））の適用を受けて

計画出力（単位：キロ

ワット）による表示を行

う船舶については52キロ

ワット以下、新規則附則

第２条により旧漁船法施

行規則（平成9年農林水

産省令第37号）に基づく

馬力数（計算式＝ＣＤ2

Ｎ）が適用される船舶に

ついては20馬力以下

15トン未満 長崎県長崎市、佐

世保市、諫早市、

大村市、西海市、

東彼杵郡、西彼杵

郡に住所を有する

者

対象とする 対象とする

手繰第３種なまこけた

網漁業（大村湾南部地

区）

共同漁業権南共第６４号の区域 11月1日から2月

末まで

定めなし 15トン未満 長崎県長崎市、佐

世保市、諫早市、

大村市、西海市、

東彼杵郡、西彼杵

郡に住所を有する

者

対象とする 対象とする

手繰第３種なまこけた

網漁業（多良見町地

区）

共同漁業権南共第６５号の区域 11月1日から3月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県長崎市、佐

世保市、諫早市、

大村市、西海市、

東彼杵郡、西彼杵

郡に住所を有する

者

対象とする 対象とする

手繰第２種自家用

餌料びき網漁業

小型機船底びき網漁

業

手繰第３種なまこ

けた網漁業



県南海区許可（大村湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

手繰第３種なまこけた

網漁業（大村湾東部地

区）

共同漁業権南共第６６号の区域 11月1日から2月

末まで

定めなし 15トン未満 長崎県長崎市、佐

世保市、諫早市、

大村市、西海市、

東彼杵郡、西彼杵

郡に住所を有する

者

対象とする 対象とする

手繰第３種なまこけた

網漁業（大村市地区）

共同漁業権南共第６７、６８、６９号の区域 11月1日から3月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県長崎市、佐

世保市、諫早市、

大村市、西海市、

東彼杵郡、西彼杵

郡に住所を有する

者

対象とする 対象とする

手繰第３種なまこけた

網漁業（西彼町地区）

共同漁業権南共第６３号の区域 11月1日から3月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県長崎市、佐世

保市、諫早市、大村

市、西海市、東彼杵

郡、西彼杵郡に住所

を有する者

対象とする 対象とする

手繰第３種なまこけた

網漁業（瀬川地区）

南共第６２号共同漁業権漁場のうち西海市西海町寄船鼻北東端と佐世保市針

尾西町口木鼻西端を結ぶ直線以南の海域

11月1日から3月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県長崎市、佐世

保市、諫早市、大村

市、西海市、東彼杵

郡、西彼杵郡に住所

を有する者

対象とする 対象とする

ー 手繰第３種貝けた網漁

業（大村湾南部地区）

共同漁業権南共第６４号の区域のうち、次の点イ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んだ各

直線と最高高潮時陸岸線によって囲まれた区域。

イ　西海市西彼町白似田郷出口小島南端

ロ　イから真方位９０度１,８００メートルの点

ハ　長崎市琴海戸根原町と同市琴海戸根町との最高高潮時海岸線における境界から真

方位６２度２,７００メートルの点

ニ　長崎市琴海戸根原町と同市琴海戸根町との最高高潮時海岸線における境界

2月1日から4月

30日まで

定めなし 15トン未満 長崎県長崎市、佐世

保市、諫早市、大村

市、西海市、東彼杵

郡、西彼杵郡に住所

を有する者

対象とする 対象とする

小型機船底びき網漁

業

手繰第３種なまこ

けた網漁業



県南海区許可（大村湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

２そうびきさより

船びき網漁業

機船船びき網漁業 ２そうびきさより船び

き網漁業（西彼町地

区）

共同漁業権南共第６３号の区域 11月15日から5

月31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、佐世

保市、諫早市、大村

市、西海市、東彼杵

郡、西彼杵郡に住所

を有する者

対象とする 対象とする

かりさし網漁業 さし網漁業 かりさし網漁業（西彼

町地区）

共同漁業権南共第６３号の区域 1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、佐世

保市、諫早市、大村

市、西海市、東彼杵

郡、西彼杵郡に住所

を有する者

対象とする 対象とする

はえなわ式いかか

ご漁業

かご漁業 はえなわ式いかかご漁

業（西彼町地区）

共同漁業権南共第６３号の区域 2月20日から6月

20日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、佐世

保市、諫早市、大村

市、西海市、東彼杵

郡、西彼杵郡に住所

を有する者

対象とする 対象とする

いわし地びき網漁業

（瀬川地区）

共同漁業権南共第６２号の区域 1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、佐世

保市、諫早市、大村

市、西海市、東彼杵

郡、西彼杵郡に住所

を有する者

対象としない 対象としない

いわし地びき網漁業

（西彼町地区）

共同漁業権南共第６３号の区域 1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、佐世

保市、諫早市、大村

市、西海市、東彼杵

郡、西彼杵郡に住所

を有する者

対象としない 対象としない

いわし地びき網漁

業

地びき網漁業



県南海区許可（橘湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

手繰第３種なまこけた

網漁業（有喜地区）

共同漁業権南共第２６、２７号の区域 共同漁業権南共

第２６号の区域

1月15日から3月

31日まで

共同漁業権南共

第２７号の区域

11月1日から3月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県諫早市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

手繰第３種なまこけた

網漁業（江ノ浦地区）

共同漁業権南共同第２８号の区域 11月1日から3月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県諫早市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

手繰第３種なまこけた

網漁業（池下地区）

共同漁業権南共同第２９号の区域 11月1日から3月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県諫早市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

手繰第３種なまこけた

網漁業（千々石地区）

共同漁業権南共第２５，２６号の区域 1月15日から3月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

手繰第３種なまこけた

網漁業（小浜地区）

共同漁業権南共第２３，２４号の区域 1月15日から3月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

いわし、あじすく

い網漁業

すくい網漁業 いわし、あじすくい網

漁業（戸石地区）

共同漁業権南共第３０号の区域 1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

きすこぎさし網漁業

（小浜地区）

共同漁業権南共第２３、２４号の区域 5月1日から7月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

きすこぎさし網漁業

（有喜地区）

共同漁業権南共第２７号の区域 5月1日から7月

31日まで及び10

月1日から10月

31日

定めなし 定めなし 長崎県諫早市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

さし網漁業

手繰第３種なまこ

けた網漁業

小型機船底びき網漁業

きすこぎさし網漁

業



県南海区許可（橘湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

なまこ、うに、さ

ざえ、あわび、に

な、もずく、わか

め、ひじき潜水器

漁業

潜水器漁業 なまこ、うに、さざ

え、あわび、にな、も

ずく、わかめ、ひじき

潜水器漁業（池下地

区）

①共同漁業権南共第２９号の区域のうち、諫早市飯盛町川下平瀬突端と上ノ

島東端とを結ぶ直線及びその延長線以東の区域

なまこ

12月1日から3月

31日まで

うに

12月1日から8月

31日まで

さざえ

1月1日から12月

31日まで

あわび

12月21日から

10月31日まで

にな

1月1日から12月

31日まで

もずく

2月1日から7月

31日まで

わかめ

12月1日から5月

31日まで

ひじき

2月1日から7月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県諫早市に住

所を有する者

対象としない 対象とする



県南海区許可（橘湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

なまこ、うに、さ

ざえ、あわび、に

な、もずく、わか

め、ひじき潜水器

漁業

潜水器漁業 なまこ、うに、さざ

え、あわび、にな、も

ずく、わかめ、ひじき

潜水器漁業（有喜地

区）

①共同漁業権南共第２７号の区域のうち、諫早市松里町七曲がり突端から真

方位１８０度の線以東の区域

なまこ

12月1日から3月

31日まで

うに

4月1日から8月

31日まで

さざえ

1月1日から12月

31日まで

あわび

12月21日から

10月31日まで

にな

1月1日から12月

31日まで

もずく

4月1日から7月

31日まで

わかめ

12月1日から5月

31日まで

ひじき

2月1日から7月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県諫早市に住

所を有する者

対象としない 対象とする

一重さし網漁業、

三重さし網漁業

一重さし・三重さし網

漁業（橘湾東部地区）

共同漁業権南共第２０、２１、２２、２３、２４、２５号の区域 1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

一重さし網漁業 一重さし網漁業（戸石

地区）

共同漁業権南共第３０号の区域 12月1日から3月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

雑魚地びき網漁業 地びき網漁業 雑魚地びき網漁業（橘

湾東部地区）

共同漁業権南共第２４号のうち、次のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直

線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域。

　点　ア　32°45’21.50”N　130°12’20.10”E

　　　イ　32°45’16.90”N　130°12’09.50”E

　　　ウ　32°45’10.30”N　130°12’14.10”E

　　　エ　32°45’14.90”N　130°12’26.30”E

1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象としない 対象としない

固定式さし網漁業



県南海区許可（橘湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

２そうびきいわし船び

き網漁業（南串山地

区）

(1)共同漁業権南共第２０号の区域

(2)雲仙市南串山町地先海面であって次の線に囲まれた区域で、共同漁業権南

共第２０号を除いた区域。

①南島原市加津佐町と雲仙市南串山町との最高高潮時海岸線における境界か

ら真方位270度の線。

②雲仙市南串山町と同市小浜町との最高高潮時海岸線における境界から真方

位315度の線。

③雲仙市南串山町における最高高潮時海岸線から距岸4,000ﾒｰﾄﾙの線。

共同漁業権漁場

1月1日から12月

31日まで

共同漁業権外漁

場

6月1日から8月

31日まで

漁船法施行規則（平成13

年農林水産省令第153号

（以下、「新規則」とい

う。））の適用を受けて

計画出力（単位：キロ

ワット）による表示を行

う船舶については80キロ

ワット以下、新規則附則

第２条により旧漁船法施

行規則（平成9年農林水

産省令第37号（以下、

「旧規則」という。））

に基づく馬力数（計算式

＝ＣＤ2Ｎ）が適用され

る船舶については馬力数

25以下であって、申請の

あった推進機関の馬力

数。

6トン未満 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

２そうびきいわし船び

き網漁業（小浜地区）

次のイ、ロ、ニ、ハの各点を順次結んだ直線と最高高潮時海岸線とによって

囲まれた区域。

　イ　雲仙市小浜町と同市千々石町との最高高潮時海岸線における境界点。

　ロ　イから真方位270度、4,000メートルの点。

　ハ　雲仙市南串山町と同市小浜町との最高高潮時海岸線における境界点。

　ニ　ハより真方位315度、4,000メートルの点。

共同漁業権漁場

1月1日から12月

31日まで

共同漁業権外漁

場

6月1日から8月

31日まで

漁船法施行規則（平成13

年農林水産省令第153号

（以下、「新規則」とい

う。））の適用を受けて

計画出力（単位：キロ

ワット）による表示を行

う船舶については80キロ

ワット以下、新規則附則

第２条により旧漁船法施

行規則（平成9年農林水

産省令第37号（以下、

「旧規則」という。））

に基づく馬力数（計算式

＝ＣＤ2Ｎ）が適用され

る船舶については馬力数

25以下であって、申請の

あった推進機関の馬力

数。

6トン未満 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

機船船びき網漁業２そうびきいわし

船びき網漁業



県南海区許可（橘湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

いわし、いかなご、こ

のしろ敷網漁業（橘湾

東部地区）

次のイ、ロ、ハを順次結んだ直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区

域。

ただし、共同漁業権南共第26、27、28及び29号の区域を除く。

基点１　諫早市飯盛町下ノ島南端

基点２　熊本県天草郡苓北町牡蛎瀬崎（四季咲岬）突端

基点３　長崎市岳尾鼻

基点４　南島原市加津佐町と雲仙市南串山町との最高高潮時海岸線における

境界から270度2,000メートルのところ

イ　基点２から基点１に至る線の延長線と最高高潮時海岸線との交点

ロ　基点１から基点２に至る線と基点３から基点４に至る線との交点

ハ　基点３から基点４に至る線の延長線と最高高潮時海岸線との交点

1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

いわし、いかなご、こ

のしろ敷網漁業（江の

浦地区）

次のイ、ロ、ハを順次結んだ直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域。

ただし、共同漁業権南共第20、23、24、25、26、27、29号の区域を除く。

基点１　諫早市飯盛町下ノ島南端

基点２　熊本県天草郡苓北町牡蛎瀬崎（四季咲岬）突端

基点３　長崎市岳尾鼻

基点４　南島原市加津佐町と雲仙市南串山町との最高高潮時海岸線における境界から

270度2,000メートルのところ

イ　基点２から基点１に至る線の延長線と最高高潮時海岸線との交点

ロ　基点１から基点２に至る線と基点３から基点４に至る線との交点

ハ　基点３から基点４に至る線の延長線と最高高潮時海岸線との交点

1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県諫早市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

きす流し網漁業 流し網漁業 きす流し網漁業（南串

山地区）

Ａ海域

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各点をイロ、ロニ、ニヘ、ヘホ、ホハ、ハイに結んだ

直線で囲まれた区域。

イ　雲仙市南串山町国崎北端から真方位315度の線上3,000メートルの点

ロ　同上線上4,000メートルの点

ハ　雲仙市南串山町国崎北端から長崎市為石町メボシ崎に至る線上国崎北端から

3,000メートルの点

ニ　同上線上4,000メートルの点

ホ　南島原市加津佐町権田鼻から長崎市野母崎樺島町樺島南端に至る線上権田鼻から

3,100メートルの点

ヘ　同上線上4,000メートルの点

Ｂ海域

次のイ、ロ、ハ、ホ、ニの各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲ま

れた区域。ただし、共同漁業権共第１９号を除く

イ　雲仙市南串山町国崎北端

ロ　イから真方位315度の線上イから3,000メートルの点。

ハ　イから長崎市為石町メボシ崎に至る線上イから3,000メートルの点

ニ　南島原市加津佐町権田鼻

ホ　ニから長崎市野母崎樺島町樺島南端に至る線上ニから3,100メートルの点。

Ａ海域

4月1日から6月

30日まで

Ｂ海域

4月1日から11月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

敷網漁業いわし、いかな

ご、このしろ敷網

漁業



県南海区許可（橘湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

きす流し網漁業 流し網漁業 きす流し網漁業（加津

佐地区）

Ａ海域

　次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各点をイロ、ロニ、ニヘ、ヘホ、ホハ、ハイに結ん

だ直線で囲まれた区域。

イ　雲仙市南串山町国崎北端から真方位315度の線上3,000メートルの点

ロ　同上線上4,000メートルの点

ハ　雲仙市南串山町国崎北端から長崎市為石町メボシ崎に至る線上国崎北端から

3,000メートルの点

ニ　同上線上4,000メートルの点

ホ　南島原市加津佐町権田鼻から、長崎市野母崎樺島町樺島南端に至る線上権田鼻か

ら3,100メートルの点

へ　同上線上4,000メートルの点

Ｂ海域

　　共同漁業権南共第１９号の区域及び次のイ、ロ、ニ、ハの各点を順次結んだ各直

線と最高々潮時海岸線によって囲まれた区域。ただし、共同漁業権南共第２０号を除

く。

イ　雲仙市南串山町国崎北端

ロ　イから長崎市為石町メボシ崎に至る線上イから3,000メートルの点

ハ　南島原市加津佐町権田鼻

ニ　ハから長崎市野母崎樺島町樺島南端に至る線上ハから3,100メートルの点

Ａ海域

4月1日から6月

30日まで

Ｂ海域

4月1日から11月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

一重さし網漁業（有喜

地区）

共同漁業権南共第２７号の区域、及び次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結ん

だ直線によって囲まれる区域。

　基点１　諫早市森山町唐比西湯堀地先亀石

　基点２　諫早市早見町と同市飯盛町後田との最高高潮時海岸線における境

界

　点イ　１から真方位１８０度２，０００メートルのところ。

　点ロ　１から真方位１８０度３，０００メートルのところ。

　点ハ　２から真方位１４５度４，０００メートルのところ。

　点ニ　２から真方位１４５度３，０００メートルのところ。

12月1日から3月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県諫早市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

一重さし網漁業（小浜

地区①）

長崎県諫早市蓮華石山頂と熊本県天草郡苓北町牡蠣瀬崎（四季咲岬）突端を

結ぶ直線以東の橘湾（南島原市口之津町瀬詰崎（早崎鼻）と長崎市野母崎樺

島町樺島南端とを結ぶ線内の海面）。

　ただし、南共第１８、１９、２０、２３、２４、２５、２６、２７号の各

共同漁業権漁場を除く。

4月1日から9月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

一重さし網漁業（小浜

地区②）

長崎県諫早市蓮華石山頂と熊本県天草郡苓北町牡蠣瀬崎（四季咲岬）突端を

結ぶ直線以東の橘湾（南島原市口之津町瀬詰崎（早崎鼻）と長崎市野母崎樺

島町樺島南端とを結ぶ線内の海面）。

　ただし、南共第１８、１９、２０、２３、２４、２５、２６、２７号の各

共同漁業権漁場を除く。

12月1日から9月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

一重さし網漁業（南串

山地区①）

長崎県諫早市蓮華石山頂と熊本県天草郡苓北町牡蠣瀬崎（四季咲岬）突端を

結ぶ直線以東の橘湾（南島原市口之津町瀬詰崎（早崎鼻）と長崎市野母崎樺

島町樺島南端とを結ぶ線内の海面）。

　ただし、南共第１８、１９、２０、２３、２４、２５、２６、２７号の各

共同漁業権漁場を除く。

12月1日から9月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

固定式さし網漁業一重さし網漁業



県南海区許可（橘湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

はえなわ式いかかご漁

業（南串山地区）

基点１、点イ、点ロ、基点５を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線とに

よって囲まれた区域。ただし、共同漁業権南共第１９号の区域を除く。

基点１　雲仙市南串山町国崎北端

基点２　長崎市牧島町牧島南西端

基点３　雲仙市小浜町立崎西端

基点４　長崎市野母崎樺島町樺島東端

基点５　南島原市加津佐町権田鼻

基点６　長崎市北浦町赤崎鼻

　点イ　基点１と基点２を結ぶ直線と、基点３と基点４を結ぶ直線との交点

　点ロ　基点３と基点４を結ぶ直線と、基点５と基点６を結ぶ直線との交点

2月1日から3月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

はえなわ式いかかご・

ぬたうなぎかご漁業

（南串山地区）

基点１、点イ、点ロ、基点５を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線とに

よって囲まれた区域。ただし、共同漁業権南共第１９号の区域を除く。

基点１　雲仙市南串山町国崎北端

基点２　長崎市牧島町牧島南西端

基点３　雲仙市小浜町立崎西端

基点４　長崎市野母崎樺島町樺島東端

基点５　南島原市加津佐町権田鼻

基点６　長崎市北浦町赤崎鼻

　点イ　基点１と基点２を結ぶ直線と、基点３と基点４を結ぶ直線との交点

　点ロ　基点３と基点４を結ぶ直線と、基点５と基点６を結ぶ直線との交点

2月1日から3月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

さわら流し網漁業（橘

湾地区①）

橘湾。ただし、共同漁業権漁場を除く。 4月1日から5月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市に住

所を有する者

対象とする 対象とする

さわら流し網漁業（橘

湾地区②）

橘湾。ただし、共同漁業権漁場を除く。 9月1日から11月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

はえなわ式つぼ漁

業

たこつぼ漁業 はえなわ式つぼ漁業

（加津佐地区）

橘湾のうち、次のイ、ロ、ハ、ニの各点を結んだ直線と陸岸とによって囲ま

れた海面。ただし、南共第１９号共同漁業権区域を除く。

点イ　南島原市口之津町と同市加津佐町との境界点

　ロ　南島原市口之津町瀬詰崎（早崎鼻）から長崎市野母崎樺島町樺島南端

に至る線と南島原市口之津町と同市加津佐町との境界点より２４０度の延長

線との交点

　ハ　南島原市口之津町瀬詰崎（早崎鼻）から長崎市野母崎樺島町樺島南端

に至る線と諫早市蓮華山頂から熊本県天草郡苓北町牡蠣瀬崎突端に至る線の

交点

　ニ　南島原市加津佐町権田鼻

5月1日から9月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

さわら流し網漁業 流し網漁業

かご漁業はえなわ式いかか

ご漁業



県南海区許可（橘湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

一重さし網漁業（小浜

地区③）

次のA及びBの区域とする。

（操業区域Ａ）

次のイ、ロ、ハ、ヘ、ト、チの各点を順次結んだ直線によって囲まれる区域。

　点イ　雲仙市小浜町富津と同市千々石町乙との最高高潮時海岸線における境界から真方位２７

０度２，０００メートルのところ。

　点ロ　同市小浜町富津弁天崎から真方位２４０度２，０００メートルのところ。

　点ハ　同市同町金浜と同町浜口との最高高潮時海岸線における境界から真方位３１５度

　　　　２，０００メートルのところ。

　点ヘ　ハ点から真方位３１５度１，０００メートルのところ。

　点ト　ロ点から真方位２４０度１，０００メートルのところ。

　点チ　イ点から真方位２７０度１，０００メートルのところ。

（操業区域Ｂ）

　次のハ、ニ、ホ、ヘ各点を順次結んだ直線によって囲まれる区域。

　点ハ　雲仙市小浜町金浜と同町浜口との最高高潮時海岸線における境界から真方位３１５度

２，０００メートルのところ。

　点ニ　同市同町飛子と同市南串山町甲の最高高潮時海岸線における境界から真方位３１５度

２，０００メートルのところ。

　点ホ　ニ点から真方位３１５度１，０００メートルのところ。

　点ヘ　ハ点から真方位３１５度１，０００メートルのところ。

12月1日から3月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする一重さし網漁業

定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

固定式さし網

対象とする 対象とする一重さし網漁業（南串

山地区②）

【A区域】

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各点を順次結んだ直線によって囲まれる区域。

基点１　雲仙市南串山町国崎半島北端。

基点２　同市同町国崎半島西端。

基点３　雲仙市と南島原市との最高高潮時海岸線における境界。

　点イ　１から真方位３１５度の線と共同漁業権南共第２０号の外郭線との交点。

　点ロ　２から真方位２７０度２，０００メートルのところ。

　点ハ　３から真方位２７０度２，０００メートルのところ。

　点ニ　３から真方位２７０度３，０００メートルのところ。

　点ホ　２から真方位２７０度３，０００メートルのところ。

　点ヘ　１から真方位３１５度３，０００メートルのところ。

【B区域】

次のイロ、ロハ、ハ二、ニホ、ホヘ、ヘイの各線によって囲まれる区域。

基点１　雲仙市南串山町甲と同市小浜町飛子との最高高潮時海岸線における境界。

基点２　同市南串山町国崎半島西端。

基点３　同市同町国崎半島北端。

　点イ　３から真方位３１５度１，３４０メートルのところ。

　点ロ　２から真方位０度２，０００メートルのところ。

　点ハ　１から真方位３１５度２，０００メートルのところ。

　点ニ　ハから真方位３１５度１，０００メートルのところ。

　点ホ　ロから真方位３１５度１，０００メートルのところ。

　点ヘ　イから真方位３１５度１，０００メートルのところ。

A区域：5月1日

から9月30日ま

で

Ｂ区域：12月1

日から3月31日

まで

定めなし



県南海区許可（橘湾海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

一重さし網漁業 一重さし網漁業（南

串山地区③）

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各点を順次結んだ直線によって囲まれる区域。

基点１　雲仙市南串山町国崎半島北端。

基点２　同市同町国崎半島西端。

基点３　雲仙市と南島原市との最高高潮時海岸線における境界。

　点イ　１から真方位３１５度の線と共同漁業権南共第２０号の外郭線との交点。

　点ロ　２から真方位２７０度２，０００メートルのところ。

　点ハ　３から真方位２７０度２，０００メートルのところ。

　点ニ　３から真方位２７０度３，０００メートルのところ。

　点ホ　２から真方位２７０度３，０００メートルのところ。

　点ヘ　１から真方位３１５度３，０００メートルのところ。

5月1日から9月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県長崎市、諫

早市、雲仙市、南

島原市に住所を有

する者

対象とする 対象とする

三重さし網漁業 三重さし網漁業（加津

佐地区）

橘湾のうち、次のイ、ロ、ニ、ホの各点を結んだ直線と陸岸とによって囲ま

れた海面。

　ただし、共同漁業権南共第１９号を除く。

　イ　南島原市口之津町と南島原市加津佐町との境界点

　ロ　南島原市口之津町瀬詰崎（早崎鼻）から長崎市野母崎樺島町樺島南端

に至る線と南島原市口之津町と同市加津佐町との境界点より２４０度の延長

線との交点

　ハ　南島原市口之津町瀬詰崎（早崎鼻）から長崎市野母崎樺島町樺島南端

に至る線と諫早市蓮華石山頂から熊本県天草郡苓北町牡蠣瀬崎突端に至る線

との交点

　ニ　諫早市蓮華石山とロを結ぶ線と南島原市加津佐町権田鼻とハを結ぶ線

との交点

　ホ　南島原市加津佐町権田鼻

1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

固定式さし網



県南海区許可（有明海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

手繰第３種漁業（南有

馬地区）

共同漁業権南共同第１７号の区域 5月1日から12月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

手繰第３種漁業（口ノ

津地区）

共同漁業権南共同第１８号の区域 5月1日から12月

31日まで

定めなし 15トン未満 長崎県南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

１そうびきべら船

びき網漁業

機船船びき網漁業 １そうびきべら船びき

網漁業（南有馬地区）

共同漁業権南共第１７号の区域のうち、次のイ、ロ、ハ、ホ、ニの各点を順

次結んだ直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域。

イ　南島原市南有馬町浦田名駒崎鼻

ロ　イより熊本県上天草市湯島灯台を見通した線上、イより1,000ﾒｰﾄﾙの点

ハ　イより真方位180度、1,500ﾒｰﾄﾙの点

ニ　南島原市南有馬町吉川名菖蒲田沖油瀬

ホ　ニより真方位180度、500ﾒｰﾄﾙの点

5月1日から9月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

ひら、このしろ流

し網漁業

ひら、このしろ流し網

漁業（諫早湾地区）

共同漁業権南共第１号の区域。ただし、国営諫早湾干拓事業の潮受堤防東側

法尻線から東側50m線以西の区域並びに共同漁業権南共第２号、同第３号、

同第４号、及び同第５号の区域を除く。

1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県諫早市、雲

仙市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

すずき流し網漁業 すずき流し網漁業（諫

早湾地区）

共同漁業権南共第１号の区域。ただし、国営諫早湾干拓事業の潮受堤防東側

法尻線から東側50m線以西の区域並びに共同漁業権南共第２号、同第３号、

同第４号、及び同第５号の区域を除く。

1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県諫早市、雲

仙市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

えび流し網漁業 えび流し網漁業（諫早

湾地区）

共同漁業権南共第１号の区域。ただし、国営諫早湾干拓事業の潮受堤防東側

法尻線から東側50m線以西の区域並びに共同漁業権南共第２号、同第３号、

同第４号、及び同第５号の区域を除く。

1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県諫早市、雲

仙市に住所を有す

る者

対象とする 対象とする

きす流し網漁業（南共

第79号海域）

共同漁業権南共第７９号の区域。ただし、南共第５号から第１２号までの各

共同漁業権漁場を除く。

4月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県雲仙市、島

原市、南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

すくい網漁業 いわし、いかなご、あ

じすくい網漁業（口之

津地区）

共同漁業権南共第１８号の区域 1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

えびげんじき網漁

業

げんじき網漁業 えびげんじき網漁業

（西有家町地区）

共同漁業権南共第１５号の区域 9月1日から10月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県雲仙市、島

原市、南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

さわら、さめ流し

網漁業

流し網漁業 さわら、さめ流し網漁

業（有明海域①）

有明海。ただし、南共第１号から南共第１８号までの各共同漁業権漁場を除

く。

10月1日から3月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県雲仙市、島

原市、南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

えびげんじき網漁

業

げんじき網漁業 えびげんじき網漁業

（有明海域）

有明海。ただし、長崎県南島原市有家町堂崎観音鼻と熊本県上天草市大矢野

町羽干島とを結ぶ線以南の海面および南共第１、５、６、７、８、９、１

０、１１、１２，１３号の各共同漁業権漁場を除く。

4月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県雲仙市、島

原市、南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

手繰第３種漁業 小型機船底びき網漁業

流し網漁業

きす流し網漁業



県南海区許可（有明海区）

令和２年11月末以

前に交付した許可

証に記載されてい

る漁業種類

知事許可漁業の種類 漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力 船舶の総トン数 漁業を営む者の資

格

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第１号に

規定する知事が別に定

める継続の許可対象の

有無

長崎県漁業調整規則第

１４条第１項第４号に

規定する知事が別に定

める承継の許可対象の

有無

南島原市布津町大崎鼻突端から真方位（以下同じ）90度の線以南の有明海のうち、次のＡ、Ｂ、Ｃ及びＤの海

域とする。

Ａ海域：下記の点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トを順次結んだ各直線と海岸線によって囲まれた海域。ただし共

同漁業権南共第１２、１３、１４、１５号の区域及び同漁業権の外郭線から沖出し500ﾒｰﾄﾙ以内の区域を除

く。

Ｂ海域：下記の点ヌ、ニ、ホ、ヘ、チ、リを順次結んだ各直線と海岸線によって囲まれた海域。ただし共同漁

業権天共第２号の区域及び同漁業権の外郭線から沖出し500ﾒｰﾄﾙ以内の区域を除く。

Ｃ海域：下記の点チ、リ、ヌ、ル、オを順次結んでチに至る各直線によって囲まれた海域。ただし共同漁業権

天共第２号の区域及び同漁業権の外郭線から沖出し500ﾒｰﾄﾙ以内の区域を除く。

点イ　南島原市布津町大崎鼻突端。

点ロ　南島原市布津町大崎鼻突端から90度8,000ﾒｰﾄﾙの点。

点ハ　熊本県三角灯台と三角岳山頂を見通した線上、大瀬戸の中央点から326度5,272ﾒｰﾄﾙの点。

点ニ　南島原市有家町堂崎観音鼻と熊本県上天草市羽干島を結ぶ直線と、点ハと点ヌを結ぶ直線との交点。

点ホ　南島原市口之津町権現山頂上と同市南有馬町宮崎を結ぶ直線の延長線と有家町堂崎観音鼻と熊本県上天

草市羽干鳥を結ぶ直線との交点。

点ヘ　南島原市口之津町権現山頂上と同市南有馬町宮崎を結ぶ直線の延長線と点トと旧鬼池港防波堤突端（鬼

池港防波堤灯台跡）を結ぶ直線との交点。

点ト　南島原市有家町白崎突端。

点チ　南島原市南有馬町宮崎と点リを結ぶ直線と、点トと旧鬼池港防波堤突端（鬼池港防波堤灯台跡）を結ぶ

直線との交点。

点リ　熊本県上天草市湯島灯台。

点ヌ　熊本県上天草市湯島南東端。

の交点。

点オ　点トと旧鬼池港防波堤突端（鬼池港防波堤灯台跡）を結ぶ直線と、南島原市口之津灯台と熊本県天草市

D海域：湯島南方の有明海のうち、次の各線により囲まれた海域とする。

イ線　熊本県上天草市湯島灯台と熊本県天草市亀島北端とを結んだ直線。

ハ線　熊本県天草市御領港１号防波堤灯台と熊本県上天草市湯島南東端とを結んだ直線。

ニ線　共同漁業権天共第２号の区域の沖出し500ﾒｰﾄﾙの線

はえなわ式つぼ漁

業

たこつぼ漁業 はえなわ式つぼ漁業

（有明海南部海域）

長崎県南島原市布津町大崎鼻突端から真方位９０度の線以南の有明海。ただ

し、共同漁業権漁場を除く。

4月1日から9月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県雲仙市、島

原市、南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

三重さし網漁業 固定式さし網漁業 三重さし網漁業（西有

家町地区）

有明海のうち長崎県南島原市南有馬町古城鼻と熊本県上天草市湯島灯台とを

結ぶ直線以西の長崎県海域。

　ただし、長崎県南島原市口之津町宮崎鼻と熊本県天草市旧鬼池港防波堤突

端（鬼池港防波堤灯台跡）とを結ぶ直線以西の有明海及び共同漁業権漁場を

除く。

10月16日から3

月15日まで

定めなし 定めなし 長崎県雲仙市、島

原市、南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

あんこう網漁業 待網漁業 あんこう網漁業（有明

海南部海域）

有明海。ただし、長崎県南島原市有家町堂崎観音鼻と熊本県上天草市羽干島

とを結ぶ線以南の海面及び共同漁業権漁場を除く。

1月1日から12月

31日まで

定めなし 定めなし 長崎県雲仙市、島

原市、南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

はえなわ式いかか

ご

かご漁業 はえなわ式いかかご漁

業（深江町地区）

有明海。ただし、長崎県南島原市有家町堂崎観音鼻と熊本県上天草市大矢野

町羽干島とを結ぶ線以南の海面及び共同漁業権漁場を除く。

1月1日から6月

30日まで

定めなし 定めなし 長崎県雲仙市、島

原市、南島原市に

住所を有する者

対象とする 対象とする

ごち網漁業 １そうごち網漁業（布

津町地区）

Ａ海域

1月1日から12月

31日まで

Ｂ海域

11月1日から4月

30日まで

Ｃ海域

5月16日から3月

14日まで

D海域

10月1日から3月

14日まで

漁船法施行規則（平成13

年農林水産省令第153号

（以下、「新規則」とい

う。））の適用を受けて

計画出力（単位：キロ

ワット）による表示を行

う船舶については80キロ

ワット以下、新規則附則

第２条により旧漁船法施

行規則（平成9年農林水

産省令第37号（以下、

「旧規則」という。））

に基づく馬力数（計算式

＝ＣＤ2Ｎ）が適用され

る船舶については馬力数

25以下であって、申請の

あった推進機関の馬力

数。

5トン未満 長崎県南島原市布

津町に住所を有す

る者

対象とする 対象とする１そうごち網漁業


